
全体会計財務書類における注記

1 重要な会計方針

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産････････････････････････････････････････取得価額

ただし開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 取得価額が判明しているもの･････････････････････････取得価額

イ 取得価額が不明なもの･･･････････････････････････････再調達価額

② 無形固定資産････････････････････････････････････････取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 取得価額が判明しているもの･････････････････････････取得価額

イ 取得価額が不明なもの･･･････････････････････････････再調達価額

⑵ 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････････････償却原価法（定額法）

② 満期保有目的以外の有価証券

市場価格のないもの････････････････････････････････取得原価

ただし、実質価額の低下割合が30％以上である場合、相当の減額を行っています。

③ 出資金････････････････････････････････････････････取得価額

ただし、実質価額の低下割合が30％以上である場合、相当の減額を行っています。

⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条第2項に掲げる方法により

評価を行っています。ただし、一部の連結対象団体（水道事業会計）においては、個

別法による原価法によっています。



⑷ 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8～50 年

工作物 3～75 年

物品 2～20 年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･･････････････定額法

ソフトウェア 5年

③ 所有権ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリ

ース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナン

ス・リース取引を除きます。）

････････････････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

⑸ 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価額のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものにつ

いて、実質価額が著し低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上し

ています。

② 徴収不能引当金

過去 5年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。ただし、

水道事業会計においては、水道料金及び量水器使用料に係る債権は貸倒実績率によ

り、その他の債権は、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上していま

す。

③ 退職手当引当金

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累積額から既に職員に対して退

職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益

のうち廿日市市に按分される額を加算した額を計上しています。ただし、水道事業

会計においては、普通負担金を拠出して以降の追加的負担を全額一般会計において

措置することとしているため、水道事業会計においては退職手当引当金を計上せ

ず、拠出時に費用処理を行っています。

④ 賞与等引当金

翌年度 6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当



額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上していま

す。

⑹ リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及び

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

⑺ 全体資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物。

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の

受払いを含んでいます。

⑻ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の連結対象団体（水道事業会計・下水道事業会計・国民宿舎事業会

計）については、税抜方式によっています。

2 重要な会計方針の変更等

該当なし

3 重要な後発事象

⑴ 主要な業務の改廃

該当なし

⑵ 重大な災害等の発生



新型コロナウイルス感染症対策に係る令和5年度の補正予算額は以下の通りです。

（第2号）6月補正 ・・・・・・・・・・・・ 460,250千円

（第3号）9月補正 ・・・・・・・・・・・・ 44,412千円

原油価格・物価高騰等への対応に係る令和5年度の補正予算額は以下の通りです。

(第1号) 6月補正 ・・・・・・・・・・・・ 509,560千円

(第2号) 6月補正 ・・・・・・・・・・・・ 243,628千円

(第5号) 12月補正 ・・・・・・・・・・・・ 942,500千円

(第6号) 12月補正 ・・・・・・・・・・・・ 23,133千円

4 偶発債務

⑴ 保証債務及び損失補償債務負担の状況

該当なし

⑵ 係争中の訴訟等

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けている主なものは次のとおりです。

①広島地裁令和 5年 違法公金支出金返還請求事件 3,366 千円

5 追加情報

⑴ 連結対象団体

計 504,662千円

計 1,718,821千円

団体（会計）名 区分 連結の方法

国民健康保険特別会計 特別会計 全部連結

介護保険特別会計（保険事業勘定） 特別会計 全部連結

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 特別会計 全部連結

後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結

水道事業会計 地方公営企業会計 全部連結



連結の方法は次のとおりです。

特別会計及び地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

⑵ 出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5に基づき、出納整理期間を設けられている会計において

は、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の

計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けている会計との間

で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したもの

として調整しています。

⑶ 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

ア 範囲

令和5年度予算において財産収入として措置されている公共資産。

イ 内訳

事業用資産 127,970千円（45,279千円）

土地 127,970千円（45,279千円）

インフラ資産 -千円（0千円）

土地 -千円（0千円）

令和5年3月31日時点における売却可能価額を記載しています。

売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法

によっています。

上記の括弧内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。

下水道事業会計 地方公営企業会計 全部連結

国民宿舎事業会計 地方公営企業会計 全部連結



①有形固定資産の明細 （単位：千円）

前年度末残高
（A）

本年度増加額
（B）

本年度減少額
（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E)
本年度償却額

（F)

差引本年度末残高
（D)－（E)

（G)
185,568,599 5,548,133 2,104,151 189,012,582 82,840,463 3,279,578 106,172,119

49,245,920 151,114 473,167 48,923,867 - - 48,923,867

- 4,913 - 4,913 - - 4,913

123,899,659 5,157,066 1,137,952 127,918,773 79,538,122 2,662,873 48,380,651

11,929,543 147,232 - 12,076,776 3,302,341 616,705 8,774,434

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

493,476 87,809 493,031 88,254 - - 88,254

211,966,369 11,823,120 6,884,492 216,904,997 95,748,347 3,336,938 121,156,650

24,785,376 1,038,549 137,354 25,686,570 - - 25,686,570

11,130,152 151,323 1,795 11,279,679 7,684,996 139,018 3,594,684

171,894,092 6,505,097 124,596 178,274,593 88,039,332 3,194,512 90,235,262

30,672 - - 30,672 24,020 3,408 6,652

4,126,078 4,128,151 6,620,746 1,633,482 - - 1,633,482

29,669,463 1,542,238 193,121 31,018,580 19,853,373 1,000,429 11,165,207

427,204,431 18,913,491 9,181,763 436,936,159 198,442,183 7,616,945 238,493,976

【様式第５号】

連結附属明細書(全体会計)
１．貸借対照表の内容に関する明細

　※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

（１）資産項目の明細

区分

 事業用資産

　  土地

　　立木竹

　　建物

　　工作物

　　船舶

　　浮標等

　　航空機

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

　　建物

　　工作物

　　その他

　　建設仮勘定

 物品

合計


